
令和７年度版

みなさんの地域にこんな声はありませんか？

地域の について

（アドバイザー派遣補助金）

こんなアドバイスが受けられます！

通院や買い物に困る
ようになった

足腰が弱って地域の
集まりに参加できな

くなった
公民館に行きたいけど、

移動手段がなくて
あきらめている

岡山市は

移動支援活動を実施している地域の団体を応援しています！

アドバイザー派遣補助金とは？

移動支援を検討している団体に対し、活動の立ち上げや実施方法について、
専門的なアドバイスを受ける際にかかる経費の一部を補助します。

【昨年の受講の様子】

支動 援移
考えてみませんか？

・ボランティア活動として行うときの料金設定の仕方

・活動中の自動車保険のこと、事故が起こってしまった時の対応の仕方

・すでに移動支援活動を先行的に実施している団体の紹介 など

当日の質疑応答も可能です！

・新しい移動支援を検討する良いきっかけになった

・講師の方からやる気と勇気をいただきました！

・移動支援活動はハードルが高いイメージがあったが、
話を聞いて取り組んでみようと気持ちが変化した

アドバイスを受けた団体の声



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜申請書提出先・問い合せ先＞

住 所：〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

（保健福祉会館 ９階）

岡山市保健福祉局 高齢福祉部 地域包括ケア推進課

連 絡 先：☎086-803-1286 FAX086-803-1780

受付時間：平日8:30～17:15（土日祝除く）

こんな団体が対象です！

岡山市内で活動していること

支え合い活動をしている団体や町内会などの地縁団体であって、高齢者で
構成される５人以上の団体

高齢者等の外出を支援し、道路運送法において許可または登録を要しない
運送を行う団体

補助金について

対 象 経 費 ：アドバイス受講料、講師交通費、会場賃借料、その他の経費

補助限度額 ：一年度あたり２万円

申 請 回 数 ：一年度あたり１回

申 請 期 間 ：令和７年４月１日（火）～令和８年２月２日（月）

補助対象期間：令和７年４月１日（火）～令和８年３月３１日（火）
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申請の流れ

事前相談

申請の前に、地域包括ケア推進課までご連絡ください

補助金交付申請

・申請書は、地域包括ケア推進課まで持参してください。
または、締切日までに郵送（必着）にて提出してください。
先着順になります。

・申請書は地域包括ケア推進課のホームページから
ダウンロードできます
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